
「経済産業省関係フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則の一部

を改正する省令（案）」並びに「エアコンディショナーの製造業者等の判断の基準となるべ

き事項の一部を改正する告示（案）」に対する意見公募の結果について 

 

令和３年９月２７日 

経済産業省製造産業局 

オゾン層保護等推進室 

 

令和３年７月１２日付けで、「経済産業省関係フロン類の使用の合理化及び管理の適正化

に関する法律施行規則の一部を改正する省令（案）」並びに「エアコンディショナーの製造

業者等の判断の基準となるべき事項の一部を改正する告示（案）」に係る意見募集を行いま

したところ、御提出いただいた御意見はありませんでした。 

御協力いただきありがとうございました。 

 

 

１．実施期間等 

（１）募集期間：令和３年７月１２日（月）～令和３年８月１０日（火） 

（２）実施方法：電子政府の総合窓口(e-Gov)、窓口配布 

（３）意見提出方法：電子政府の総合窓口(e-Gov)の意見提出フォーム、電子メール、郵送 

 

２．御意見総数 

 提出意見なし 

 

３．本件に関するお問い合わせ先 

経済産業省製造産業局オゾン層保護等推進室 

  電話：０３－３５０１－４７２４ 

 

 


